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（別紙2）建屋基礎の滑動に関する評価について 

 

1. 各種指針の記載 

(1) 建屋基礎の設計指針である「建築基礎構造設計指針（(社）日本建築学会，2019改

定）)においては、建屋基礎の滑動の評価は、「直下の地盤のせん断抵抗を採用」す

ることとされ、「土質試験等を実施して求めることが望ましい」ものの、「土質試験

等を実施しない場合は、摩擦係数としておおむね0.4～0.6を採用すればよい」とさ

れている（第1-1表①）。 
 

(2) 土木分野の指針「道路土工 擁壁工指針（日本道路協会，平成24年度版）」におい

ても、「土質試験等により地盤の強度定数を求めること」が原則とされ、「土質試験

等を行うことが困難な場合には摩擦係数0.7を用いてもよい」とされている（第1-1

表②）。 
 

(3) 上記(1)(2)は、第1-1表①に記載の「基礎底面は支持地盤と十分かみ合っている」

ことが前提となる。この点、建屋基礎の打設にあたっては、通常、地盤の不陸の残

置、岩盤清掃、湿潤状態での打設等の打ち込み準備工がなされる（第1-1表③）。と

りわけ、伊方発電所の支持地盤である塩基性片岩は、片理を有することから、特に

不陸が卓越し、基礎底面は支持地盤と十分かみ合う。（第1-1図） 
 

(4) 一方、建屋基礎～均しコンクリート間の水平打継目のせん断強度については、他

の水平打継目と同様、丁寧な打継目処理（第1-1表④）を施すこととしており、コン

クリート自身のせん断強度とほぼ等しい値（第1-1⑤，圧縮強度の1/5）となる。 

 その値は、第1-2表のとおりであり、上記(1)の「直下の地盤のせん断抵抗」を大

きく上回る。 

 第1-2表は、工事計画認可申請(令和元年12月13日付)の再掲であり、認可（令和元

年12月24日付）を受けている。 

 

 

2. 規制基準に関連する内規（ガイド）の要求 

「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（原子力規制委員会，平

成25年）」においては、想定すべきすべり面として「基礎地盤の内部を通るすべり面」

に加え、「基礎底面を通るすべり面」を規定している（第1-3表）。前者は、断層沿い

のすべり面や応力状態を考慮したすべり面などの地盤内部のすべり面に対応し、後

者は、建屋基礎の滑動の照査に対応している。 

原子炉建屋等の設置許可・工事計画認可を受けた他の耐震重要施設の建屋に対し

ても、この評価方針に基づき評価を実施している。 
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3. まとめ 

以上より、使用済燃料乾式貯蔵建屋基礎の滑動に関する評価については、 
 

・1. に基づき、原位置試験により求めた「直下の地盤のせん断抵抗を採用」し

(第1-2表)、 

・2. に基づき、「基礎底面を通るすべり面」を評価（第1-4表） 
 

している。その結果、すべり安全率は5.0であり、地盤ガイドの定める所要安全率1.5

を大きく上回ることを確認している。 
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 第1-1表 各種指針の記載 

出典 記載内容 

① 

建築基礎構造設計指針

（(社)日本建築学会，2019

改定） 

直接基礎では、基礎底面に捨てコンクリートが打設され、また、捨てコンク

リート下面には根切り底への敷砂利などが設けられる。このため、基礎底面は

支持地盤と十分かみ合っている場合が多いと考えられ、通常の地盤では、基礎

底面のコンクリートと土の摩擦力よりも、その直下の土のせん断抵抗を摩擦係

数に換算して採用する。 

滑動抵抗の算定に用いる基礎底面の摩擦係数は、基礎底面の状態や地盤条件・

施工条件を考慮し、事前に土質試験や原位置試験を実施して求めることが望ま

しい。土質試験などを実施しない場合には、摩擦係数としておおむね0.4～0.6

の範囲の値を採用すれば良い。 
 

② 

道路土工 擁壁工指針（日

本道路協会，平成24年度

版） 

2) 擁壁底面と地盤との間の摩擦角φBと付着力cB 

土質試験や原位置試験により基礎地盤の強度定数c，φが求められた場合，

擁壁底面の摩擦角φBは，場所打ちコンクリート擁壁ではφB＝φ（中略）として

よい。（中略）土質試験等を行うことが困難な場合には、解表４－９の値を用い

てもよい。擁壁底面の地盤との付着力cBは、施工時の地盤の乱れ等を考慮して

決定する。 
 

解表４－９（抜粋） 

せん断面の条件 支持地盤の種類 摩擦係数μ=tanφB 付着力cB 

岩または礫とコンクリート 岩盤 0.7 考慮しない 

   

③ 

コンクリート標準示方書

[ダムコンクリート編]（土

木学会，2002） 

7.2 打込み準備 

(1) 岩盤上にダムコンクリートを打ち込むときには、岩盤の表面の緩んだ岩、

岩くず、その他の異物を除去し、湧水箇所は適切な方法で処理しなければなら

ない 
 

④ ④-1 

建築工事標準仕様

書・同解説JASS5N原

子力発電所施設にお

ける鉄筋コンクリー

ト工事 

(2013改定) 

7.3 打継ぎ計画 

a. 打継ぎの位置・形状および処理方法は、構造耐力および耐久性を損なわない

ようなものとし、設計図書による。 

(解説) 打継ぎ部の形状は、コンクリート打込み前の打継ぎ部の処理が円滑に

行え、かつ新たに打ち込むコンクリートの締固めが容易に行えるような形状と

する。 

 コンクリート打込み後のブリーディングに伴って、コンクリート中の微細な

粒子が浮遊水とともに浮き上がり、コンクリート表面に形成する脆弱な薄膜を

レイタンスと呼ぶ。レイタンスが生成したコンクリート面は、高圧ジェット水

による洗浄、サンダー掛けによる表層の除去などを行い、健全なコンクリート

を露出しなければならない。 
 

④-2 

コンクリート標準示

方書［施工編］(土木

学会，2007) 

9.3 水平打継目の施工 

(2) コンクリートを打ち継ぐ場合には既に打ち込まれたコンクリートの表面の

レイタンス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材粒などを完全に取り除き、

十分に給水させなければならない。 
 

⑤ 

コンクリート標準示方書

[ダムコンクリート編]（土

木学会，2002） 

 

2.4.3 強度 

【解説】 水平打継目におけるせん断摩擦安全率を検討する場合には，水平打継

目のせん断強度が必要となる．水平打継目のせん断強度は打継目処理の方法に

よって大きく変化するが，丁寧な打継目処理を施した場合，水平打継目のせん

断強度はダムコンクリート自身のせん断強度とほぼ等しい値を示す．この値は

ダムコンクリートの圧縮強度のおよそ1/5である。 
 

 

 

8



- 1-6-13 - 

第1-2表 解析用物性値（再掲） 

  [工事計画認可申請(令和元年12月13日補正申請，令和元年12月24日認可)資料8-1別紙 再掲] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第1-3表 規制基準に関連する内規（ガイド）の要求 

出典 記載内容 

基礎地盤及び周辺斜面の

安定性評価に係る審査ガ

イド（原子力規制委員会，

平成25年） 

４．基礎地盤の安定性評価 

４．１地震力に対する基礎地盤の安定性評価 

（１）評価項目 

１）基礎地盤のすべり 

動的解析の結果に基づき、基礎地盤の内部及び基礎底面を通るすべり

面が仮定され、そのすべり安全率によって総合的に判断されているこ

と。 
 

（２）確認事項 

４）解析モデルの設定と結果の評価 

・すべり安全率を求めるに当たって、基礎底面を通るすべり面のほか、不

連続面等の分布、局所安全率、モビライズド面の向き等に基づいてすべ

り面が適切に想定されていること。 
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第1-1図 ３号炉原子炉建屋基礎岩盤清浄状況 

（平成27年3月20日審査会合資料再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1-2図 使用済燃料乾式貯蔵建屋 均しコンクリート打設状況 
 

左半分：均しコンクリート打設済  （打継目処理前） 

右半分：均しコンクリート打設前（打ち込み準備工前） 
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1. 概要 

使用済燃料乾式貯蔵容器の間接支持構造物である使用済燃料乾式貯蔵建屋基礎を

含む使用済燃料乾式貯蔵建屋内の使用済燃料乾式貯蔵容器、その直接支持構造物及

び間接支持構造物は、周辺施設等及び隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器の波及的影

響によって、それぞれの安全機能及び支持機能を損なわないことについて、設計図

書類を用いた机上検討及び現地調査（プラントウォークダウン）による敷地全体を

俯瞰した調査・検討を行い、必要な評価を実施することとしている。 

ここで、使用済燃料乾式貯蔵建屋内の使用済燃料乾式貯蔵容器、その直接支持構

造物及び間接支持構造物を合わせて「使用済燃料乾式貯蔵容器等」と定義し、それ

ぞれの安全機能及び支持機能を合わせて「使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能」

と定義する。また、周辺施設等とは、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を維

持するために必要な機能を有していない使用済燃料乾式貯蔵建屋内に設置する周辺

施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を維持するために必要な機能を有

していない設備、並びに使用済燃料乾式貯蔵建屋周辺に位置する施設をいう。なお、

使用済燃料乾式貯蔵建屋外の周辺施設等を検討する際は、使用済燃料乾式貯蔵建屋

上屋※に波及的影響を及ぼす周辺施設等が存在する場合、使用済燃料乾式貯蔵建屋基

礎への波及的影響が否定できないため、「使用済燃料乾式貯蔵容器等」には、使用

済燃料乾式貯蔵建屋全体を含むものとする。 

なお、使用済燃料乾式貯蔵容器等については全て本設計及び工事計画による新設

の施設であることから、設計（工事計画）段階における周辺施設等及び隣接する使

用済燃料乾式貯蔵容器の抽出については、設計図書類を用いた机上検討により行う

こととし、現地調査（プラントウォークダウン）については、工事段階において実

施する。工事段階の現地調査では設計段階で検討した配置・補強等が設計どおりに

施工されていることを確認する。 

 

※ 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋は、使用済燃料乾式貯蔵建屋を構成する部材の

うち、使用済燃料乾式貯蔵容器の支持機能を有しない範囲のみを指す。 
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2. 波及的影響に関する評価方針 

2.1 基本方針 

波及的影響評価は以下に示す方針に基づき実施する。 

(1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈」の別記4（以下「別記4」という。）に記載された3つの事項

を基に、検討すべき事象を整理する。また、原子力発電所の地震被害情報を

基に、別記4の3つの事項以外に検討すべき事象の有無を確認する。 

(2) (1)で整理した検討事項をもとに、使用済燃料乾式貯蔵容器等に対して波

及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等及び隣接する使用済燃料乾式貯

蔵容器を抽出する。 

(3) (2)で抽出された周辺施設等及び隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器につい

て、配置、設計、運用上の観点から使用済燃料乾式貯蔵容器等への影響評価

を実施する。 

 

2.2 周辺施設等の抽出方法 

使用済燃料乾式貯蔵容器等に対して波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施

設等及び隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器の抽出は、設計図書類を用いた机上検

討による敷地全体を俯瞰した調査・検討により実施する。 

(1) 机上検討 

伊方発電所構内配置図、機器配置図、系統図等の設計図書類を用いて、使

用済燃料乾式貯蔵容器等の配置状況を確認する。 

次に設計図書類を用いて、使用済燃料乾式貯蔵容器等の周辺に位置する周

辺施設等及び隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器のうち、波及的影響を及ぼす

おそれのあるものを抽出する。 

 

2.3 影響評価方法 

波及的影響を及ぼすおそれがあるとして抽出された周辺施設等及び隣接する

使用済燃料乾式貯蔵容器について、影響評価により使用済燃料乾式貯蔵容器等の

機能を損なわないことを確認する。 

影響評価において、抽出された周辺施設等及び隣接する使用済燃料乾式貯蔵容

器が耐震性を有していることの確認によって使用済燃料乾式貯蔵容器等の機能

を損なわないことを確認する場合、適用する地震動（以下「検討用地震動」とい

う。）は、原則として使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計に用いる地震動又は地震

力とする。 
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2.4 運転状態等による評価対象の考え方 

使用済燃料乾式貯蔵容器の運転状態等には、貯蔵時、取扱時があり、各状態に

おいて要求される使用済燃料乾式貯蔵容器等の機能を考慮して波及的影響評価

を実施する。 

貯蔵時は、周辺施設等及び隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器の波及的影響も考

慮したうえで、基準地震動に対して安全機能を損なわないことを確認する。 

取扱い時は、JEAG4601･補-1984において地震と組み合わせるべき事象に対する

発生頻度及びその状態の継続時間の考え方を準用し、基準地震動と組み合わせる

べき状態において、周辺施設等及び隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器の波及的影

響も考慮したうえで、安全機能を損なわないことを確認する。 
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3. 事象検討 

3.1 別記4に記載された事項に基づく事象検討 

別記4に記載された3つの事項を基に、具体的な事象を整理する。 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位に

よる影響 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

・ 地盤の不等沈下による周辺施設等の傾きや倒壊に伴う使用済燃料乾式

貯蔵容器等への衝突 

(2) 建屋等の相対変位による影響 

・ 使用済燃料乾式貯蔵建屋と周辺施設等の相対変位による使用済燃料乾

式貯蔵建屋への衝突、又は建屋等の渡り配管の損傷 

  

② 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響 

・ 使用済燃料乾式貯蔵容器の変位に伴う隣接した使用済燃料乾式貯蔵容

器等への衝突 

 

③ 使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等との相互影響（周辺施設等の損

傷、転倒、落下等による使用済燃料乾式貯蔵容器等への影響を含む。） 

(1) 損傷、転倒及び落下等の観点による設計（屋外） 

・ 屋外の周辺施設等の転倒、落下、倒壊に使用済燃料乾式貯蔵建屋への

衝突 

(2) 損傷、転倒及び落下等の観点による設計（屋内） 

・ 屋内の周辺施設等の転倒、落下、倒壊に使用済燃料乾式貯蔵容器等へ

の衝突 

(3) 接続部の影響 

・ 使用済燃料乾式貯蔵容器等に接続する周辺施設等の損傷 
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3.2 地震被害事例に基づく事象の検討 

地震被害事例に基づく事象の検討については、原子力施設情報公開ライブラリ

（NUCIA：ニューシア）から、同公開ライブラリに登録された地震を対象に原子

力発電所の被害情報を抽出し、これらの地震被害の発生要因（原因）から、波及

的影響の具体的な検討事象となる被害要因がないか定期的に検討しており、波及

的影響の具体的な検討事象に加えるべき新たな被害要因がないことを確認して

いる。 

 

 3.3 周辺斜面の崩壊による影響評価 

使用済燃料乾式貯蔵建屋については、基準地震動Ssによる地震力により周辺斜

面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。具体的には

JEAG4601-1987の安定性評価の対象とすべき斜面や、土砂災害防止法での土砂災

害警戒区域の設定離間距離を参考に、個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出す

る。 

上記に基づく対象斜面の抽出とその耐震安定性評価については、設置（変更）

許可申請書（令和2年9月16日許可）に記載しており、使用済燃料乾式貯蔵容器等

の機能に対して影響ないことを確認していることから本検討の対象外とする。 
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4. 使用済燃料乾式貯蔵容器等の確認 

今回、波及的影響評価を実施するに当たって、防護対象となる使用済燃料乾式貯

蔵容器等のうち、屋外施設一覧を第4-1表に、屋内施設一覧を第4-2表に示す。 

 

第4-1表 屋外施設一覧表 
No. 設備名 区分 

Ｏ01 

使用済燃料乾式貯蔵建屋 

（使用済燃料乾式貯蔵容器の間接支持構造物で

ある使用済燃料乾式貯蔵建屋基礎を含む） 

S クラス施設の間接支持構造物 

 

第4-2表 屋内施設一覧表 
No. 設備名 区分 設置場所 

E01 使用済燃料乾式貯蔵容器等 S クラス施設 使用済燃料乾式貯蔵建屋基礎 
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5. 周辺施設等の抽出及び影響評価方法 

3.項で整理した各検討事象を基に、使用済燃料乾式貯蔵容器等への波及的影響を

及ぼすおそれのある周辺施設等の抽出及び評価フローを作成し、当該フローに基づ

き、影響評価を実施する。 

 

5.1 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による

影響 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

第5-1図のフローに従い、使用済燃料乾式貯蔵容器等の周辺に位置する波及

的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等を抽出し、波及的影響を検討する。 

 

a. 周辺施設等の抽出 

地盤の不等沈下による周辺施設等の傾きや倒壊を想定しても使用済燃料乾

式貯蔵容器等に衝突しない程度の十分な離隔距離をとって配置されているこ

とを確認し、離隔距離が十分でない周辺施設等を抽出する。 

 

b. 耐震性の確認 

a.で抽出した周辺施設等について、検討用地震動に対して、基礎地盤が十

分な支持性能を持つ岩盤に設置されていることの確認により、不等沈下しな

いことを確認する。 

 

c. 不等沈下に伴う波及的影響の評価 

b.で地盤の不等沈下のおそれが否定できない周辺施設等については、傾き

や倒壊を想定し、使用済燃料乾式貯蔵容器等への影響を確認し、使用済燃料

乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないことを確認する。 

 

d. 対策検討 

c.で使用済燃料乾式貯蔵容器等の機能を損なうおそれが否定できない周辺

施設等に対して、基礎地盤の補強や周辺の地盤改良等を行い、不等沈下によ

る周辺施設等の波及的影響を防止する。 
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使用済燃料乾式貯蔵容器等

対策検討・実施評価終了

ＮＯ

当該周辺施設等が設置されている
基礎地盤は検討用地震動に対して

不等沈下が発生しない

当該周辺施設等が衝突し、使用済
燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を

損なわない

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

使用済燃料乾式貯蔵容器等の周辺に位置する
周辺施設等

不等沈下に伴う当該施設の傾きや
倒壊に対して、使用済燃料乾式貯蔵容

器等との離隔距離が十分に
確保されているか

ＮＯ

ＹＥＳ

・・・・・ a

・・・・・ b

・・・・・ c

・・・・・ d
 

 

 

第5-1図 不等沈下により使用済燃料乾式貯蔵容器等へ影響を及ぼすおそれのある 

周辺施設等の抽出及び評価フロー 
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(2) 建屋等の相対変位による影響 

第5-2図のフローに従い、使用済燃料乾式貯蔵容器等の周辺に位置する波及

的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等を抽出し、波及的影響を検討する。 

 

a. 周辺施設等の抽出 

地震による周辺施設等との相対変位を想定しても使用済燃料乾式貯蔵建屋

に衝突しない程度の十分な離隔距離をとって配置されていることを確認し、

離隔距離が十分でない周辺施設等を抽出する。 

また、使用済燃料乾式貯蔵建屋と周辺施設等を渡って敷設されている配管

等を抽出する。 

 

b. 耐震性の確認 

a.で抽出した周辺施設等について、検討用地震動に対して、建屋の相対変

位による使用済燃料乾式貯蔵建屋への衝突がないことを確認する。 

また、建屋等の相対変位の考慮が必要な場合には、建屋等を渡って敷設さ

れている配管等が建屋境界にて破損することを想定する。 

 

c. 相対変位に伴う波及的影響の評価 

b.で衝突のおそれが否定できない周辺施設等について、衝突部分の接触状

況を確認し、建屋全体又は局部評価を実施し、衝突に伴い、使用済燃料乾式

貯蔵建屋の機能を損なうおそれがないことを確認する。 

また、建屋等を渡って敷設されている配管等の破損により、使用済燃料乾

式貯蔵容器等の機能を損なうおそれがないことを確認する。 

 

d. 対策検討 

c.で使用済燃料乾式貯蔵容器等の機能を損なうおそれが否定できない周辺

施設等に対して、建屋の補強等を行い、建屋の相対変位等による周辺施設等

の波及的影響を防止する。 
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使用済燃料乾式貯蔵容器等

対策検討・実施評価終了

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

当該周辺施設等の相対変位による
使用済燃料乾式貯蔵容器等への

波及的影響※1※2なし

使用済燃料乾式貯蔵容器等の
周辺に位置する周辺施設等

当該周辺施設等の相対変位
により、使用済燃料乾式貯蔵容器等へ

波及的影響※1を及ぼすおそれあり

※1　相対変位による波及的影響
　　 ・周辺施設等の相対変位による隣接する
       使用済燃料乾式貯蔵建屋への衝突
　　 ・渡り配管等の損傷

ＮＯ

当該周辺施設等は検討用地震動
による相対変位により、使用済燃料乾式

貯蔵建屋に衝突しない、または建屋間渡り
配管等が損傷するおそれなし

ＹＥＳ

・・・・・ a

・・・・・ b

・・・・・ c

・・・・・ d

※2　使用済燃料乾式貯蔵容器等に接続され
　　ている渡り配管の損傷による影響は、別途
    接続部の影響評価を参照する。

 

 

第5-2図 相対変位により使用済燃料乾式貯蔵容器等へ影響を及ぼすおそれのある 

周辺施設等の抽出及び評価フロー 
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5.2 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響 

第5-3図のフローに従い、使用済燃料乾式貯蔵容器等と隣接する使用済燃料乾

式貯蔵容器を抽出し、波及的影響を検討する。 

 

a. 隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器の抽出 

検討用地震動による使用済燃料乾式貯蔵容器の変位を想定しても隣接する

使用済燃料乾式貯蔵容器等に衝突しない程度の十分な離隔距離をとって配置

されていることを確認し、離隔距離が十分でない使用済燃料乾式貯蔵容器を

抽出する。 

 

b. 使用済燃料乾式貯蔵容器の衝突に伴う波及的影響の評価 

a.で抽出された使用済燃料乾式貯蔵容器について、構造上の特徴、使用済

燃料乾式貯蔵容器等との位置関係、重量比等を踏まえて、衝突を想定した場

合の使用済燃料乾式貯蔵容器等への影響を評価し、使用済燃料乾式貯蔵容器

等の機能を損なうおそれがないことを確認する。 

 

c. 対策検討 

b.で衝突を想定した場合に使用済燃料乾式貯蔵容器等の機能への影響が否

定できなかった使用済燃料乾式貯蔵容器について、検討用地震動による変位

を想定しても、衝突が生じないように、離隔距離を十分に確保する等の対策

により波及的影響を防止する。 
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使用済燃料乾式貯蔵容器等

対策検討・実施評価終了

ＮＯ

使用済燃料乾式貯蔵容器等に隣接する
使用済燃料乾式貯蔵容器

ＹＥＳ

隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器
の変位により、使用済燃料乾式貯蔵容器等

へ衝突するおそれあり

ＹＥＳ

ＮＯ
・・・・・ a

・・・・・ b

・・・・・ c

隣接する使用済燃料乾式貯蔵
容器の衝突による使用済燃料乾式貯蔵

容器等への波及的影響なし

 
 

第5-3図 使用済燃料乾式貯蔵容器等と隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器の 

抽出及び評価フロー 

25



 

- 3-13 - 

5.3 使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等との相互影響 

(1) 損傷、転倒及び落下等による影響（屋外） 

第5-4図のフローに従い、使用済燃料乾式貯蔵建屋の周辺に位置する波及的

影響を及ぼすおそれのある周辺施設等を抽出し、波及的影響を検討する。 

 

a. 周辺施設等の抽出 

周辺施設等の抽出にあたって、周辺施設等の損傷、転倒及び落下等を想定

しても使用済燃料乾式貯蔵建屋に衝突しない程度の十分な距離をとって配置

されていることを確認する。離隔距離が十分でない場合には、転倒防止措置

等の対策を適切に実施していることを確認する。 

以上の確認ができなかった周辺施設等を、損傷、転倒及び落下等により、

使用済燃料乾式貯蔵建屋に波及的影響を及ぼすおそれのあるものとして抽出

する。 

 

b. 損傷、転倒及び落下等に伴う波及的影響の評価 

a.で抽出された周辺施設等について、構造上の特徴、使用済燃料乾式貯蔵

建屋との位置関係、重量比等を踏まえて、損傷、転倒及び落下等を想定した

場合の使用済燃料乾式貯蔵建屋への影響を評価し、使用済燃料乾式貯蔵建屋

基礎の機能を損なうおそれがないことを確認する。 

 

c. 耐震性の確認 

b.で損傷、転倒及び落下等を想定した場合に使用済燃料乾式貯蔵建屋基礎

の機能への影響が否定できない周辺施設等について、検討用地震動に対して、

損傷、転倒及び落下等が生じないように、構造健全性が維持できることを確

認する。 

 

d. 対策検討 

c.で構造健全性の維持を確認できなかった周辺施設等について、検討用地

震動に対して健全性を維持できるように構造の改造、使用済燃料乾式貯蔵建

屋と周辺施設等との間に衝撃に耐えうる緩衝体の設置、周辺施設等の移設等

により波及的影響を防止する。 
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使用済燃料乾式貯蔵建屋

対策検討・実施評価終了

ＮＯ

使用済燃料乾式貯蔵建屋の周辺に位置する
周辺施設等

ＹＥＳ

ＮＯ

当該周辺施設等の損傷・転倒・落下
により、使用済燃料乾式貯蔵建屋へ波

及的影響を及ぼすおそれあり

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ
・・・・・ a

・・・・・ b

・・・・・ c

・・・・・ d

当該周辺施設等の構造上の
特徴、使用済燃料乾式貯蔵建屋との

位置関係、重量比等から判断し、衝突時に
使用済燃料乾式貯蔵建屋基礎の

有する機能を損なわない

当該周辺施設等は検討用地震動
に対して構造健全性を維持できる

 
 

第5-4図 損傷、転倒及び落下等により使用済燃料乾式貯蔵建屋へ影響を及ぼす 

おそれのある周辺施設等の抽出及び評価フロー 
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(2) 損傷、転倒及び落下等による影響（屋内） 

第5-5図のフローに従い、屋内の使用済燃料乾式貯蔵容器等の周辺に位置す

る波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等を抽出し、波及的影響を検討す

る。 

  

a. 周辺施設等の抽出 

周辺施設等の抽出にあたって、周辺施設等の損傷、転倒及び落下等を想定

しても使用済燃料乾式貯蔵容器等に衝突しない程度の十分な距離をとって配

置されていることを確認する。離隔距離が十分でない場合には、落下防止措

置等を適切に実施していることを確認する。 

以上の確認ができなかった周辺施設等を、損傷、転倒及び落下等により、

使用済燃料乾式貯蔵容器等に波及的影響を及ぼすおそれのあるものとして抽

出する。 

 

b. 損傷、転倒及び落下等に伴う波及的影響の評価 

a.で抽出された周辺施設等について、構造上の特徴、使用済燃料乾式貯蔵

容器等との位置関係、重量比等を踏まえて、損傷、転倒及び落下等を想定し

た場合の使用済燃料乾式貯蔵容器等への影響を評価し、使用済燃料乾式貯蔵

容器等の機能を損なうおそれがないことを確認する。 

 

c. 耐震性の確認 

b.で損傷、転倒及び落下等を想定した場合に使用済燃料乾式貯蔵容器等の

機能への影響が否定できない周辺施設等について、検討用地震動に対して、

損傷、転倒及び落下等が生じないように、構造健全性が維持できることを確

認する。 

 

d. 対策検討 

c.で構造健全性の維持を確認できなかった周辺施設等について、検討用地

震動に対して健全性を維持できるように構造の改造、使用済燃料乾式貯蔵容

器等と周辺施設等との間に衝撃に耐えうる緩衝体の設置、周辺施設等の移設

等により波及的影響を防止する。 
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屋内の使用済燃料乾式貯蔵容器等

対策検討・実施評価終了

ＮＯ

屋内の使用済燃料乾式貯蔵容器等の
周辺に位置する周辺施設等

ＹＥＳ

ＮＯ

当該周辺施設等の損傷・転倒・落下
により、使用済燃料乾式貯蔵容器等へ

波及的影響を及ぼすおそれあり

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ
・・・・・ a

・・・・・ b

・・・・・ c

・・・・・ d

当該周辺施設等は検討用地震動
に対して構造健全性を維持できる

当該周辺施設等の構造上の特徴、
使用済燃料乾式貯蔵容器等との位置関係、

重量比等から判断し、使用済燃料乾式
貯蔵容器等の有する機能を

損なわない

 
 

第5-5図 損傷、転倒及び落下等により屋内の使用済燃料乾式貯蔵容器等へ影響 

を及ぼすおそれのある周辺施設等の抽出及び評価フロー 

 

29



 

- 3-17 - 

(3) 接続部における相互影響 

第5-6図のフローに従い、使用済燃料乾式貯蔵容器等と接続する周辺施設等

を抽出し、波及的影響を検討する。 

 

a. 接続部の抽出 

使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等が接続する箇所を抽出する。 

 

b. 影響評価対象の選定 

a.で抽出した接続部のうち、耐震Ｓクラス設計の弁又はダンパにより常時

閉隔離されているものは、接続する周辺施設等が破損した場合においても健

全性は確保されるため、評価対象外とする。 

 

c. 影響評価 

b.で抽出した周辺施設等について、周辺施設等が損傷した場合の系統隔離

等に伴うプロセス変化による使用済燃料乾式貯蔵容器等の過渡条件が設計の

想定範囲内であることを確認する。 

 

d. 耐震性の確認 

c.で設計の想定範囲を超えるものについて、検討用地震動に対して、構造

健全性が維持され、内部流体の内包機能等の必要な機能を維持できることを

確認する。 

 

e. 対策検討 

d.で使用済燃料乾式貯蔵容器等の機能を損なうおそれが否定できない周辺

施設等について、検討用地震動に対して健全性を維持できるように構造の改

造、接続部から使用済燃料乾式貯蔵容器等の配管・ダクト側に同じく健全性

を維持できる隔離弁の設置等により、波及的影響を防止する。 
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使用済燃料乾式貯蔵容器等

対策検討・実施評価終了

ＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

※1　弁又はダンパの常時閉により隔離されて
　　　 いるものは評価対象外とする。

使用済燃料乾式貯蔵容器等と
周辺施設等が常時隔離されていない※1

使用済燃料乾式貯蔵容器等に
直接接続する周辺施設等あり

ＮＯ

ＹＥＳ

・・・・・ a

・・・・・ b

・・・・・ c

・・・・・ e

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

・・・・・ d

周辺施設等の損傷と隔離に伴う
プロセス変化により、使用済燃料乾式

貯蔵容器等の過渡条件が設計
の想定範囲を超える

当該周辺施設等は検討用地震動
に対して構造健全性を維持できる

 
 

第5-6図 使用済燃料乾式貯蔵容器等と接続する周辺施設等の抽出及び評価フロー
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6. 周辺施設等の抽出 

使用済燃料乾式貯蔵容器等への波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の抽

出は、屋外施設、屋内施設、接続部に分けて実施し、屋外施設については3.1項に示

す①及び③の観点、屋内施設については①、②及び③の観点、接続部については③

の観点から評価対象となる周辺施設等を抽出した。 

なお、今回新設する使用済燃料乾式貯蔵施設は、第6-1図に示すとおり、周辺に自

然現象等に対して機能を維持する必要のある既設の上位クラス施設等及びアクセス

ルートがない使用済燃料乾式貯蔵建屋内に設置するとともに、当該建屋は、地震を

含む自然現象等に対して、建屋内に設置する使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を

損なうおそれがないように設計することとしている。このことから、新設する使用

済燃料乾式貯蔵施設は、自然現象等により既設の耐震重要施設やアクセスルート等

に波及的影響を及ぼすおそれはない。 

 

6.1 屋外施設の評価対象の抽出 

6.1.1 抽出手順 

使用済燃料乾式貯蔵建屋の配置図を第6-1図に示す。（配置図上の番号は第

4-1表の整理番号に該当する）。 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

第5-1図のフローに従い、机上検討をもとに、使用済燃料乾式貯蔵容器

等のうち使用済燃料乾式貯蔵建屋に対して、地盤の不等沈下により波及的

影響を及ぼすおそれがある周辺施設等を抽出する。 

 

(2) 建屋等の相対変位による影響 

第5-2図のフローに従い、机上検討をもとに、使用済燃料乾式貯蔵容器

等のうち使用済燃料乾式貯蔵建屋に対して、建屋等の相対変位により波及

的影響を及ぼすおそれがある周辺施設等を抽出する。また、使用済燃料乾

式貯蔵建屋と周辺施設等を渡って敷設されている配管等を抽出する。 

 

(3) 施設の損傷、転倒及び落下等による影響(屋外) 

第5-4図のフローに従い、机上検討及び現地調査をもとに、使用済燃料

乾式貯蔵建屋に対して、損傷、転倒及び落下等により影響を及ぼすおそれ

がある屋外の周辺施設等を抽出する。 

 

6.1.2 抽出結果 

使用済燃料乾式貯蔵容器等が設置される使用済燃料乾式貯蔵建屋の周辺に

設置される周辺施設等である２－固体廃棄物貯蔵庫、送電鉄塔、ろ過水タンク

及び非常用開閉所について、設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不

等沈下又は相対変位による影響の観点から、使用済燃料乾式貯蔵容器等に対し

て、波及的影響を及ぼすおそれがないか検討する。 

また、渡り配管及び渡り電路について、建屋等の相対変位による影響の観点

から、これらの損傷を想定した上で、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能

を損なうおそれがないか検討する。 
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(1) ２－固体廃棄物貯蔵庫 

２－固体廃棄物貯蔵庫は、使用済燃料乾式貯蔵建屋東側 EL.84m 盤に設

置された耐震 Cクラスの建物であるが、使用済燃料乾式貯蔵建屋に対して

十分な離隔距離を有していることから、波及的影響を及ぼすおそれはない。 

 

(2) 送電鉄塔 

送電鉄塔（伊方北幹線 No.1 及び伊方南幹線 No.1）は、使用済燃料乾式

貯蔵建屋南側 EL.20m 盤に設置された構造物であるが、使用済燃料乾式貯

蔵建屋に対して十分な離隔距離を有していることから、波及的影響を及ぼ

すおそれはない。 

 

(3) ろ過水タンク 

ろ過水タンクは、使用済燃料乾式貯蔵建屋南側 EL.20m 盤に設置された

耐震Ｃクラスの屋外タンクであるが、使用済燃料乾式貯蔵建屋に対して十

分な離隔距離を有していることから、波及的影響を及ぼすおそれはない。 

 

(4) 非常用開閉所 

非常用開閉所は、使用済燃料乾式貯蔵建屋西側 EL.10m 盤に設置された

建物であるが、使用済燃料乾式貯蔵建屋に対して十分な離隔距離を有して

いることから、波及的影響を及ぼすおそれはない。 

 

(5) 渡り配管及び渡り電路 

使用済核燃料乾式貯蔵施設への消火水の給水又は給電等のため、使用済

核燃料乾式貯蔵建屋外から使用済核燃料乾式貯蔵建屋内へ渡り配管及び

渡り電路を設置するが、使用済燃料乾式貯蔵容器は自然循環による空冷式

であるため、渡り配管及び渡り電路が損傷した場合にも使用済燃料乾式貯

蔵容器等の安全機能に波及的影響を及ぼすおそれはない。  
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6.2 屋内施設の評価対象の抽出 

6.2.1 抽出手順 

使用済燃料乾式貯蔵容器等の配置図を第6-2図及び第6-3図に示す。（配置図上の

番号は第4-2表の整理番号に該当する）。 

(1) 建屋等の相対変位による影響

第5-2図のフローに従い、机上検討をもとに、使用済燃料乾式貯蔵建屋と周辺

施設等を渡って敷設されている配管等を抽出する。 

(2) 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響

第5-3図のフローに従い、机上検討をもとに、使用済燃料乾式貯蔵容器等に対

して、変位により波及的影響を及ぼすおそれがある使用済燃料乾式貯蔵容器を

抽出する。 

(3) 施設の損傷、転倒及び落下等による影響（屋内）

第5-5図のフローに従い、机上検討をもとに、使用済燃料乾式貯蔵容器等に対

して、損傷、転倒及び落下等により影響を及ぼす可能性のある屋内の周辺施設

等を抽出する。 
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取扱エリア

貯蔵エリア

１ 　　階

C C

B A

B A

使用済燃料乾式
貯蔵容器搬送台車

点検用歩廊

検査架台

D D

屋外より

配管（消火配管）※

周辺施設への
ユーティリティ設備 使用済燃料乾式貯蔵建屋（上屋）

E01 使用済燃料乾式
貯蔵容器等

※配管及び電路のうち代表的な消火配管について図示する。

第 6-2 図 使用済燃料乾式貯蔵建屋 平面図 

FL.+6.8M

 A - A 断面

点検用歩廊

B – B 断面

周辺施設への
ユーティリティ設備

使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーン

取扱エリア

E01 使用済燃料乾式
貯蔵容器等

使用済燃料乾式貯蔵容器
蓋間圧力計

貯蔵エリア

使用済燃料乾式貯蔵建屋内
雰囲気温度計

 C - C断面

貯蔵エリア

使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーン E01 使用済燃料乾式

貯蔵容器等
取扱エリア

配管（消火配管）※

※配管及び電路のうち代表的な消火配管について図示する。

第 6-3 図 使用済燃料乾式貯蔵建屋 断面図 
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なお、仮に使用済燃料乾式貯蔵容器に対して、使用済燃料乾式貯蔵建屋天井

クレーンのトロリ※が落下したとしても使用済燃料乾式貯蔵容器の機能に影響

がないことを、設置（変更）許可審査時に確認しており、その確認内容につい

て、「伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃

料乾式貯蔵施設）（令和２年５月）」の「16 条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵

施設」の抜粋を示す。（別紙）

※使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンの主要部分であるトロリは、クレー

ンフック等と比べて、重量が大きいこと、及び落下高さが高いことから、

評価対象とした。

第 6-4 図 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンの構造イメージ 

走行レール 

トロリ

ガーダ 

横行レール 

走行方向 

横行方向 

巻上・巻下方向 
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第 6-1 表 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンによる使用済燃料乾式貯蔵容器１基 

あたりの取扱時間 

取扱様態 クレーン操作
クレーン

移動速度 

クレーン

移動距離 

使用済燃料乾式貯

蔵容器取扱時間 

緩衝体取外し 

クレーン巻き上げ 約 1.8 ｍ/分 約１m 約 1 分 

クレーン横行 約 6 ｍ/分 約４m 約１分 

合計 約 2分 

使用済燃料乾式貯蔵容器縦起

こし クレーン巻き上げ 約 0.6 ｍ/分 約４m 約 7 分 

クレーン走行 約 0.9 ｍ/分 約４m 約 7 分 

合計 約 14 分 

吊り上げ、検査架台への移動 クレーン巻き上げ

巻き下げ 
約 0.6 ｍ/分 約２m 約 3 分 

クレーン走行 約 6 ｍ/分 約５m 約 1 分 

合計 約 4分 

３次蓋取り外し 
クレーン巻き上げ 約 4.5 ｍ/分 約２m 約 1 分 

クレーン走行 約 18 ｍ/分 約２m 約 1 分 

合計 約 2分 

合計 約 22 分 
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第6-5図 基準地震動の応答スペクトル及び解放基盤表面における 

地震動の一様ハザードスペクトル（水平方向） 

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

速
度

（
cm
/s
）

周 期 （秒）

基準地震動Ss-1H 基準地震動Ss-2-1NS
基準地震動Ss-2-1EW 基準地震動Ss-2-2NS
基準地震動Ss-2-2EW 基準地震動Ss-2-3NS
基準地震動Ss-2-3EW 基準地震動Ss-2-4NS
基準地震動Ss-2-4EW 基準地震動Ss-2-5NS
基準地震動Ss-2-5EW 基準地震動Ss-2-6NS
基準地震動Ss-2-6EW 基準地震動Ss-2-7NS
基準地震動Ss-2-7EW 基準地震動Ss-2-8NS
基準地震動Ss-2-8EW 基準地震動Ss-3-1H
基準地震動Ss-3-2NS 基準地震動Ss-3-2EW
1.0E-6 一様ハザードスペクトル 1.0E-5 一様ハザードスペクトル
1.0E-4 一様ハザードスペクトル 1.0E-3 一様ハザードスペクトル
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第6-6図 基準地震動の応答スペクトル及び解放基盤表面における 

地震動の一様ハザードスペクトル（鉛直方向） 

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

速
度

（
cm
/s
）

周 期 （秒）

基準地震動Ss-1

基準地震動Ss-2-1

基準地震動Ss-2-2

基準地震動Ss-2-3

基準地震動Ss-2-4

基準地震動Ss-2-5

基準地震動Ss-2-6

基準地震動Ss-2-7.

基準地震動Ss-2-8

基準地震動Ss-3-1

基準地震動Ss-3-2

1.0E-6 一様ハザードスペクトル

1.0E-5 一様ハザードスペクトル

1.0E-4 一様ハザードスペクトル

1.0E-3 一様ハザードスペクトル
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(3) 使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車

使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車は、使用済燃料乾式貯蔵容器を取扱エリア

から貯蔵エリアに搬送するものであり、使用済燃料乾式貯蔵容器は貯蔵架台に

載せた状態で搬送される。搬送に要する時間は年間 1.5 時間程度（約３基程度）

（第 6-2 表参照）と想定される。ここで、基準地震動 Ss の発生確率は、第 6-5

図及び第 6-6 図に示す伊方発電所の地震ハザード解析から得られる超過確率を

参照し、JEAG4601・補-1984 で記載されているＳ２の発生確率(5×10-4～10-5／サ

イト・年)を Ss の超過確率に読み替え、 大値である 5×10-4／年を適用する。 

以上より、JEAG4601 の地震と組み合わせるべき事象に対する発生頻度及びそ

の状態の継続時間の考え方を準用し、使用済燃料乾式貯蔵容器の搬送に要する

時間及び地震動の超過確率を考慮し、検討した結果、使用済燃料乾式貯蔵容器

を使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車に載せ、搬送している時に Ss が発生する確

率は 5×10-4/年×1.5 時間 ÷（365 日×24 時間）で算出され、10-7／年を下回

ることを確認した。そのため、使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車により使用済

燃料乾式貯蔵容器を搬送する事象は、基準地震動 Ss と組み合わせるべき事象と

して選定されない。 

また、仮に使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車が搬送中に逸走した場合には、

貯蔵されている使用済燃料乾式貯蔵容器の貯蔵架台と、使用済燃料乾式貯蔵容

器搬送台車または搬送中の貯蔵架台が衝突するおそれがあるが、その際に使用

済燃料乾式貯蔵容器同士が衝突しないように、衝突時の使用済燃料乾式貯蔵容

器の接近量※に対して貯蔵架台端部と使用済燃料乾式貯蔵容器間の水平距離を

十分に確保する設計とする。（第 6-2 図、第 6-3 図） 

※：使用済燃料乾式貯蔵容器は貯蔵架台に固定されていることから、衝突時に

は使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車及び使用済燃料乾式貯蔵容器（貯蔵架

台含む）が一体で傾く。この場合の貯蔵中の使用済燃料乾式貯蔵容器への

接近量は、直立状態の使用済燃料乾式貯蔵容器端部から、傾いた後の使用

済燃料乾式貯蔵容器端部までの水平距離を指す。 

第 6-2 表 使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車による使用済燃料乾式貯蔵容器１基 

あたりの取扱時間 

取扱様態 
使用済燃料乾式貯蔵 

容器搬送台車移動速度 

使用済燃料乾式貯

蔵容器搬送台車 

移動距離 

使用済燃料乾

式貯蔵容器 

取扱時間 

使用済燃料乾式貯蔵容器搬送 

2ｍ/分 
平均約 45ｍ 

(約 25ｍ～約 65ｍ) 
約 22 分 
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(4) 検査架台

検査架台は、使用済燃料乾式貯蔵容器の検査等のため、使用済燃料乾式貯蔵

容器の周囲に配置されるものである。 

検査架台については、使用済燃料乾式貯蔵容器と検査架台の衝突を想定して

も、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能に影響がないことを確認しているため、

損傷した場合にも使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能に波及的影響を及ぼすお

それはない。（第 6-2 図） 

(5) 点検用歩廊

点検用歩廊は、貯蔵状態の使用済燃料乾式貯蔵容器の点検等のため、貯蔵中

の使用済燃料乾式貯蔵容器の周囲に設置される。点検用歩廊は、貯蔵中の使用

済燃料乾式貯蔵容器への波及的影響を及ぼさないように、使用済燃料乾式貯蔵

容器に衝突しない配置とする。 

具体的には、点検用歩廊は、第 6-6 図に示すとおり設置することとしており、

構造上 も弱い付け根部が損傷すると、使用済燃料乾式貯蔵容器から遠ざかる

方向に破壊が進むよう配置する。（第 6-2 図、第 6-3 図、第 6-7 図） 

キャスクと点検用歩廊の位置関係 点検用歩廊拡大図 

（第 6-2 図 D－D 断面） 

第 6-7 図 点検用歩廊詳細図 

使用済燃料乾式貯蔵容器 

点検用歩廊 
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(6) 周辺施設へのユーティリティ設備

周辺施設へのユーティリティ設備は、主に使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレ

ーン、使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車等への電気・圧縮空気供給設備、作業

用の給排気ファンが該当し、使用済燃料乾式貯蔵容器に衝突しない配置として

いることから、周辺施設へのユーティリティ設備の転倒及び落下等を想定して

も、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能に波及的影響を及ぼすおそれはない。

（第 6-2 図、第 6-3 図） 

(7) 使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計

使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計を構成する設備は、使用済燃料乾式

貯蔵建屋内の雰囲気温度を監視するため、使用済燃料乾式貯蔵建屋排気口付近

に設置される。温度計を構成する設備は軽量であり、使用済燃料乾式貯蔵容器

内部との接続はないため、損傷した場合にも使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機

能に波及的影響を及ぼすおそれはない。（第 6-3 図） 

(8) 配管及び電路

使用済核燃料乾式貯蔵施設への消火水の給水及び給電等のため、取扱エリア

及び貯蔵エリア内に配管及び電路を設置する。配管及び電路は使用済燃料乾式

貯蔵容器に衝突しない程度に、十分離隔距離を確保する設計方針としているこ

とから、配管及び電路の転倒及び落下等を想定しても使用済燃料乾式貯蔵容器

の安全機能に波及的影響を及ぼすおそれはない。（第 6-2 図、第 6-3 図） 

(9) 隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器

使用済燃料乾式貯蔵容器貯蔵時に、地震が発生した場合に、隣接する使用済

燃料乾式貯蔵容器同士が衝突しないように、衝突時の使用済燃料乾式貯蔵容器

の揺れ幅に対して使用済燃料乾式貯蔵容器間の水平距離を十分に確保する設計

とする。（第 6-2 図、第 6-3 図） 

6.3 接続部の評価対象の抽出 

6.3.1 抽出手順 

第5-6図のフローに従い、机上検討をもとに、使用済燃料乾式貯蔵容器等と接続す

る周辺施設等のうち、周辺施設等の損傷又は隔離によるプロセス変化により使用済

燃料乾式貯蔵容器等に影響を及ぼす可能性がある周辺施設等を抽出する。 

6.3.2 抽出結果 

(1) 使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計

使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計は、貯蔵状態の使用済燃料乾式貯蔵容器

の一次蓋と二次蓋間の圧力を監視するため、使用済燃料乾式貯蔵容器蓋部及び

胴部に設置される。使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計又はその計装配管が損

傷した場合においても、使用済燃料乾式貯蔵容器のバウンダリは維持される設

計とする。（第 6-3 図） 

使用済燃料乾式貯蔵容器等への波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の抽出

結果を、第 6-3 表に示す。 
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第6-3表 使用済燃料乾式貯蔵容器等へ波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等 

の抽出結果 

No. 施設 
波及的影響を及ぼすおそれのあ

る周辺施設等 

波及的影響のおそれ 

（○：あり、×：なし） 備考 

損傷・転倒・落下 

Ｏ01 

使用済燃料乾式貯蔵建屋 

（使用済燃料乾式貯蔵容器の間

接支持構造物である使用済燃料

乾式貯蔵建屋基礎を含む） 

- × 

E01 使用済燃料乾式貯蔵容器等 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋 〇 
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7. 影響評価結果

7.1 屋外施設の評価結果

6.1の抽出の結果、波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等として抽出さ

れるものはなかった。 

7.2 屋内施設の評価結果 

6.2で抽出された周辺施設等による使用済燃料乾式貯蔵容器等への波及的影響

の評価結果を第7-1表に示す。 

7.3 接続部の評価結果 

6.3の抽出の結果、波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等として抽出さ

れるものはなかった。 

46



-
 3-

34 
- 

第7-1表 屋内施設の評価結果 

屋内施設 
波及的影響を及ぼすおそれのある

周辺施設等 
評価結果 備考 

使用済燃料乾式

貯蔵容器等 
使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋 

建屋の構造物全体としての変形性能評価を行

い、基準地震動 Ss に対して建屋が倒壊に至ら

ないことを確認した。 

設工認資料 

9-14-2 参照 
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8. まとめ

今回申請範囲の使用済燃料乾式貯蔵容器等への周辺施設等の波及的影響について、

別記4に記載された事項を踏まえ、考慮すべき事象を検討した上で、敷地全体を俯瞰

した調査・検討を実施し、波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等を抽出した。 

抽出した周辺施設等について、影響評価を実施した結果、使用済燃料乾式貯蔵容

器等に対して波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等はないことを確認した。

影響評価のうち、耐震評価が必要として添付資料に耐震計算書を添付している周辺

施設等を、第8-1表に整理する。 
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第8-1表 抽出した周辺施設等のうち耐震評価を実施する施設 

検討事象 対象施設 
波及的影響を及ぼすおそれのある

周辺施設等 

検討用 

地震動 
設工認資料 

③使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施

設等との相互影響
使用済燃料乾式貯蔵容器等 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋 Ss 9-14-2
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16 条 

燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設 

- 3-別紙-2 - 51



 

 

 

 

 

 

 

乾式貯蔵建屋取扱エリアにおける乾式貯蔵建屋 

天井クレーンによる乾式キャスクに対する 

波及的影響について

参考６ 

- 3-別紙-3 - 52



３．乾式貯蔵建屋天井クレーンの落下による影響について 

１、２より、構造上および運用上においても、取扱エリアで乾式キャスク上に乾式貯蔵建屋

天井クレーンが落下することは無いと考えているが、仮に、落下した際の影響を以下の観点か

ら評価した。 

・乾式キャスクの頑健性を確認する観点から、乾式キャスクを検査架台に設置した状態で、

乾式貯蔵建屋天井クレーンの主要部分であるトロリ※２を落下させた場合の閉じ込め機能

維持評価 

・乾式キャスク内の燃料集合体が全数破損（被覆管 100%破損、ペレットからの放出率 100%）

し、且つ、乾式キャスクの閉じ込め機能が喪失した場合の敷地境界線量への影響評価 

※２：乾式貯蔵建屋天井クレーンの主要部分であるトロリは、クレーンフック等と比べて、重量が大きいこ

と、及び落下高さが高いことから、評価対象とした。 

（１） 乾式キャスクの閉じ込め機能維持評価（天井クレーンのトロリ落下） 

   乾式キャスクを検査架台に設置した状態で、乾式貯蔵建屋天井クレーンの主要部分である

トロリを落下させた場合に、乾式キャスクの閉じ込め機能維持について、図６及び表１に示

すモデル及び緒元を用いて LS-DYNAにより衝突解析を行い、表２に示すとおり各部材につい

て基準値を満足することを確認した。LS-DYNAでの解析の妥当性については別紙２に示す。 

ここで、閉じ込め機能を維持する部材である一次蓋シール部（胴側）、一次蓋シール部（蓋

側）及び一次蓋ボルトについては、閉じ込め機能維持のため、密封境界部がおおむね弾性範

囲内※３であることが要求事項であり、おおむね弾性範囲である０．２％ひずみ以内であるこ

とを基準とした。 

※３：「原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイド」  

の以下の【確認内容】を参考に、０．２％ひずみ以内であることを基準とした。 

  【確認内容】 

“衝突物又は落下物による兼用キャスクへの衝突荷重に対して、密封境界部がおおむね弾性範囲

内であること。” 
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図６．トロリ落下衝突解析に係るモデル 

 

 

表１．解析緒元 

部材 質量 材質 落下高さ 

トロリ 

（落下物） 
57 ton SS400 9 m 

乾式キャスク 117 ton 
GLF1 

（本体胴、蓋） 
－ 

貯蔵架台 18 ton SF490 － 

基礎 － コンクリート － 

 

 

 

表２．評価結果 

機能 対象部位 評価指標・基準 評価結果(注 1) 

閉じ込め 一次蓋シール部 

（胴側） 

相当塑性 

ひずみ 

おおむね弾性 

範囲内 

（ひずみ 0.2%以下） 

○ 

（ひずみ 0.00％） 

一次蓋シール部 

（蓋側） 

○ 

（ひずみ 0.00％） 

一次蓋ボルト 
○ 

（ひずみ 0.01％(注 2)） 

(注 1)：小数点以下第 3位を切り上げ 

(注 2)：一次蓋ボルトに残留する塑性ひずみは 0.2％以下であること、かつ、残留した塑性

ひずみは局所的であることから、閉じ込め機能に影響はない。 

 

   

架台 
乾式キャスク 

基礎 

トロリ 
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16 条－参考 6－16 
 

別紙２ 

 

動的解析手法（LS-DYNA）の検証 

 

１．検証方針 

MSF 型キャスクの動的解析手法は、実規模スケールモデルを用いた落下試験で計測され

た蓋密封部のひずみを基に動的解析による落下試験再現解析を実施し、その結果と比較す

ることで評価手法の妥当性を検証している。以下に検証内容を記載する。 

 

２．落下試験 

２.１．落下試験モデル 

落下試験モデルとして、MSF 型キャスク（プロトタイプ）を実規模スケールで模擬した

実規模スケールモデルを用いた。落下試験モデルの外形図を図 1に示す。 

本体は、胴（鍛造材）－レジン層－外筒（炭素鋼）から構成され、胴と外筒の間には銅

製の伝熱フィンが溶接されている。蓋密封部は、一次蓋と二次蓋の二重構造とし、本体胴

フランジに、金属ガスケットを取り付けた一次蓋及び二次蓋をボルトにより締結すること

で密封性を維持する構造としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(総重量：127.3ton)         

図 1 落下試験モデルの外形図 
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16 条－参考 6－17 
 

２.２．落下試験条件 

IAEA 輸送規則に従い、9.3m からの落下試験を実施した。落下試験状態図を図 2 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 落下試験状態図 

 

２.３．落下試験結果 

9.3m 頭部垂直落下の試験時の試験体写真を図 3 に示す。試験結果は 3 項の解析結果と併

せて記載する。 

  

図 3 9.3m 頭部垂直落下試験時の試験体写真 

 

  

頭部側 
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っている。一方、試験では、燃料とバスケットセルが個別に一次蓋へ衝突し、ややなだらかな加

速度応答になっているものと考えられる。このため、加速度の最大値に差異が生じたと考えられ

る。 

 

図 5 9.3m 垂直落下加速度時刻歴の比較 
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b. ひずみ 

フランジ根元及び蓋等の代表的なひずみに関する解析結果と試験結果の比較を以降に示す。 

一次蓋中央のひずみの解析結果と試験結果の比較を図 6に示す。一次蓋の最大ひずみは、試験

と解析で±10％で一致している。ただし、試験で得られた E121 の X 方向のひずみのみが、解析結

果のひずみに比べて大きい結果となっている。この原因は以下の通りと推定される。 

解析では燃料の全数とバスケットセルの全数が同時に蓋に衝突する条件としている。一方、試

験では、燃料とバスケットセルが個別に衝突したため、蓋が一様に変形せず E121 の X 方向と Y方

向のひずみ量に差異が生じたと推定される。 

また、解析では E121 の X 方向のひずみが 2000μ以下であり弾性範囲内であるが、試験ではひ

ずみが 2000μを超過しており最大約 3500μのひずみが発生している。E121 の X 方向以外の 3 デ

ータの最大ひずみは±10％の範囲内に入っていることから、X 方向と Y 方向の変形に大きな差は

なかったものと推定される。E121 の X 方向については、ひずみが塑性域に入ったためにより大き

なひずみが発生し、試験と解析で誤差が大きくなったと推定される。 

二次蓋中央のひずみの解析結果と試験結果の比較を図 7に示す。試験で得られた二次蓋のひず

みは一次蓋のひずみと同じ時刻及び同じ方向に生じており、一次蓋の変形により一次蓋と二次蓋

が衝突し同じ方向に変形が生じていることが読み取れる。解析で得られた二次蓋のひずみも同様

に、一次蓋のひずみと同じ時刻及び同じ方向に生じており、一次蓋の変形に伴う二次蓋の衝突挙

動が再現できている。 

ただし、解析では燃料の全数とバスケットセルの全数が同時に一次蓋に衝突しているが、試験

では燃料とバスケットセルが個別に衝突していると推定されるため、解析で得られた最大ひずみ

の方が試験よりも大きく、かつ、その発生時刻が早くなっている。 

フランジ根元のひずみの解析結果と試験結果の比較を図 8 に示す。落下方向(Z 方向)及び周方

向(θ方向)のひずみが、試験と解析で±10％で一致しており、解析でよく再現されている。 
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図 6 9.3m 垂直落下時の一次蓋ひずみ時刻歴の比較 
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図 7 9.3m 垂直落下時の二次蓋ひずみ時刻歴の比較 
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図 8 9.3m 垂直落下時の胴フランジひずみ時刻歴の比較 
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４．落下解析に対する動的解析の検証 

落下試験において、密封境界部周辺（胴フランジや蓋）のひずみを測定し、解析結果と比較す

ることで動的解析手法の検証を行った。また、キャスク全体の挙動を検証する観点で加速度の比

較を行った。 

上述のとおり、落下試験の計測結果と解析結果を比較した結果、落下挙動としては内部収納物

の衝突時の挙動に差異はあるものの、緩衝体からの荷重による加速度応答を再現できることを確

認した。また、密封境界である胴フランジ及び蓋の変形挙動を再現できることを確認した。これ

らの結果により、蓋密封部の閉じ込め性能に関する評価手法として本動的落下解析手法を適用で

きることを検証した。 

 

５．天井クレーンに対する動的解析の適用性 

天井クレーン落下事象は、静止している乾式キャスクの胴フランジ部へ荷重が作用する事象で

あるが、胴フランジに入力される荷重方向や負荷範囲は図 9に示すとおり頭部垂直落下と同様で

あるため、落下試験により検証した動的落下解析手法は、天井クレーン落下事象にも適用可能で

ある。 

また、天井クレーン落下事象は使用済燃料集合体及びバスケットが一次蓋へ衝突する事象では

ないため、使用済燃料集合体及びバスケットの挙動の違いによる影響を、本評価で考慮する必要

はない。 
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＜参考＞使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の許容限界について 

 

１.概要 

本資料では、乾式貯蔵建屋上屋の耐震評価で使用した地震力と許容限界につ

いて、基本方針から耐震評価で使用した許容限界までの展開を示す。 

 

 

２.使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の施設区分ごとの許容限界 

使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の施設区分は以下の 2つに分類される。 

１）波及的影響を考慮すべき施設  

２）Ｃクラス施設（生体遮蔽装置、火災区域構造物及び火災区画構造物） 

 

以下、上記分類ごとに使用した地震力及び許容限界について、基本方針から

耐震評価で使用した許容限界までの展開について示す。 

 

１）波及的影響を考慮すべき施設としての評価 

 第 1-1図に波及的影響を考慮すべき施設としての評価について、基本方

針のうち許容限界および地震力について記載している部分の抜粋を示す。 

なお、波及的影響を考慮すべき施設としての評価で用いている許容限界

「最大せん断ひずみ 4.0×10-3」は、平成 28 年 3 月 23 日付け原規規発第

1603231号にて認可された工事計画の資料 13-18-17 「外周コンクリート

壁（1 号機）の耐震計算書」において使用実績がある。なお、前述の資料

は、外周コンクリート壁（1 号機）が上位クラス施設である緊急時対策所

(EL.32m)に対して、波及的影響を及ぼさないことを説明するものである。 

 

２）Ｃクラス施設としての評価 

第 1-2図にＣクラス施設としての評価について、基本方針のうち許容限

界および地震力について記載している部分の抜粋を示す。 
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資料 9-1 耐震設計の基本方針 

3.2 波及的影響に対する考慮 

～～（中略）～～ 

調査・検討等を行い、波及的影響を考慮すべき施設とした周辺施

設等を、資料 9-4「設計基準対象施設の耐震重要度分類の基本方針」

の第 4-1表及び第 4-2表に示す。これらの下位クラス施設は、上位

クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して耐震性を保持

すること、又はその波及的影響を想定しても上位クラス施設の有す

る機能を保持することで波及的影響を防止するように設計する。こ

の設計に適用する地震動についても同表に示す。 

～～（中略）～～ 

以上の詳細な方針は、資料9-5「波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

 

資料 9-5 波及的影響に係る基本方針 

6. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震設計方針 

～～（中略）～～ 

6.3 設計用地震動又は地震力 

波及的影響を考慮すべき周辺施設等においては、資料9-1「耐震設計の

基本方針」の「4. 設計用地震力」に従い、施設の耐震評価に適用される

地震動又は地震力を適用する。各施設の設計に適用する地震動又は地震力

は、資料9-14-1「波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価

方針」に示す。 

～～（中略）～～ 

6.5 許容限界 

波及的影響を考慮すべき周辺施設等の評価に用いる許容限界設定の考

え方を、以下に示す。 

 

6.5.1 建物・構築物 

建屋・構築物について、施設の構造を保つことで、周辺施設等の損

傷、転倒及び落下による波及的影響を防止する場合は、終局耐力を許

容限界として設定する。評価に適用する許容限界は、資料9-14-1「波

及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価方針」に示す。 

 

 

第 1-1図(1/2) 添付資料抜粋(波及的影響を考慮すべき施設としての評価) 
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資料 9-14-1 波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価方針 

3.3 設計用地震動又は地震力 

使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋の評価に用いる設計用地震動又は地震力

については、資料9-5「波及的影響に係る基本方針」に基づき、使用済燃

料乾式貯蔵容器の設計に適用する地震動又は地震力として、基準地震動Ss

を適用する。 

～～（中略）～～ 

3.5 許容限界 

～～（中略）～～ 

3.5.1 建物・構築物 

資料9-5「波及的影響に係る基本方針」の「6.5 許容限界」に基づ

き、終局耐力を許容限界として、鉄筋コンクリート造耐震壁を主要構

造とする建物・構築物についてはJEAG4601に基づく最大せん断ひずみ

を設定することを基本とする。 

また、使用済燃料乾式貯蔵容器等の耐震評価部位が、衝突荷重を受

ける場合、資料9-9「機能維持の基本方針」に示す許容値を満足するよ

う設定する。 

 

 

第 1-1図(2/2) 添付資料抜粋(波及的影響を考慮すべき施設としての評価) 

 

 

 

＜参考＞JEAG4601に基づく最大せん断ひずみ 

（JEAG4601-1987 pp.354より抜粋） 
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資料 9-1 耐震設計の基本方針 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

～～（中略）～～ 

(2) 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の

喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊

等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公

衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合

の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて、

耐震重要度分類をSクラス、Bクラス及びCクラスに分類し、それぞ

れに応じた地震力に十分耐えられる設計とする。なお、使用済燃料

乾式貯蔵容器の周辺施設の設計については、Cクラス施設に準じる

ものとする。 

～～（中略）～～ 

(7) Bクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる

範囲で耐えられる設計とする。また、共振のおそれのある施設につ

いては、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる

地震動は、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものとする。な

お、当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について

適切に組み合わせて算定するものとし、Sクラス施設と同様に許容

限界の範囲内に留まることを確認する。 

Cクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる

範囲で耐えられる設計とする。 

 

5. 機能維持の基本方針 

～～（中略）～～ 

5.1 構造強度 

発電用原子炉施設は、設計基準対象施設の耐震重要度分類に応じた地震

動に伴う地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮し

た上で、構造強度を確保する設計とする。また、変位及び変形に対し、設

計上の配慮を行う。自然現象に関する組合せは、資料2-1「発電用原子炉

施設の自然現象等への配慮に関する説明書」に従う。具体的な荷重の組合

せと許容限界は資料9-9「機能維持の基本方針」の第3-1表に示す。 

 

 

第 1-2図(1/2) 添付資料抜粋(Ｃクラス施設としての評価) 
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機資料9-9 機能維持の基本方針 

3. 構造強度

3.1 構造強度上の制限

～～（中略）～～

第3-1表 荷重の組合せ及び許容限界 

(1)建物・構築物

耐震クラス 
荷重の 

組合せ 

許容限界 

建物・構築物 
基礎地盤の 

支持性能 

建
物
・
構
築
物

Sクラスの 

間接支持構

造物 

G＋P＋KS 

部材に生じる応力が終局

耐力に対し妥当な安全余

裕を有していること若し

くは部材に生じる応力又

はひずみがCCV規格におけ

る荷重状態Ⅳの許容値を

超えないこととする。 

地盤の極限

支持力度に

対して妥当

な安全余裕

を持たせる。 

Cクラス G＋P＋KC 

部材に生じる応力が短期

許容応力度に基づく許容

値を超えないこととする。 

地盤の短期

許容支持力

度とする。 

［記号の説明］ 

G ： 固定荷重 

P ： 積載荷重 

KS ： 基準地震動Ssによる地震力 

KC ： 耐震Cクラスの施設に適用される静的地震力 

第 1-2図(2/2) 添付資料抜粋(Ｃクラス施設としての評価) 
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